
一 関 労 働 基 準 監 督 署

令和７年
６月号

岩手労働局のホームページに掲載しています。 一関監督署からのお知らせ 検索 令和７年５月26日発行

「夏季死亡災害ゼロ１０１日運動」がはじまりますⅠ

今年度も、令和７年６月１日から「夏
季死亡災害ゼロ101日運動」が始まりま
す。この運動は、労働者の生命を守る重
要な活動と位置付け、一年間の中でも特
に安全活動を強化して取り組んでいただ
きたい強化運動期間です。「強化運動期
間」には、普段とは違った意識が必要で
す。30年目を迎えますが、運動の趣旨
を改めて心に刻み、自分たちの職場での
「死亡災害ゼロ」を確実なものとするた
めに①安全衛生管理体制を強固なものと

今年は、３月に墜落による死亡労働災害が発生し
ています。また、今回の重点事項は、これまで起き
た死亡災害から特に多かった内容をもとにして掲げ
ています。さらに、時期的に外せず、年々被災者が
増加傾向の熱中症も重点に設定しました。

し、②労働者一人ひとりの安全衛生意識の高揚を
図り、③労使双方の協力のもと労働災害の防止へ
の積極的な取組み、をお願いします。

必ず、チラシ内の各詳細取組事項にも
目を通していただき、取り組んでいただ
くようお願いします。

≪今回の重点≫
① 墜落災害をなくそう
② 機械設備による労働災害を
なくそう︕

③ 車両系機械による労働災害を
なくそう︕

④ 熱中症をなくそう︕

今回は「熱順化」について学んでみましょう

９ 月８ 月７ 月６ 月５ 月4 月

S T O P ︕ 熱 中 症

重 点 取 組

準備 キ ャ ン ペ ー ン 期 間 熱中症ガイド 検索

「熱中症ガイド」では、暑熱順
化以外にもさまざまな学びを得
ることができます。
文字が少なく大きいこと、絵
や写真があることで大変わかり
やすい内容です。

～暑さの本番を迎える前の今のうちから備えましょう～

左記の２画面は「熱中症ガイ
ド」全９４ページのうちの一
部です。

熱中症対策Ⅱ ～ 暑熱順化を進めましょう ～

【準備期間中及び全国安全週間に実施する事項】

(1)安全大会等での経営トップによる安全への所信表明を
通じた関係者の意思の統一及び安全意識の高揚

(2)安全パトロールによる職場の総点検の実施
(3)安全旗の掲揚、標語の掲示、講演会等の開催、安全関
係資料の配布等の他、ホームページ等を通じた自社の
安全活動等の社会への発信

(4)労働者の家族への職場の安全に関する文書の送付、職
場見学等の実施による家族への協力の呼びかけ

(5)緊急時の措置に係る必要な訓練の実施
(6)「安全の日」の設定の他、準備期間及び全国安全週間
にふさわしい行事の実施

安全文化を醸成するため、各事業場では、全国安全週
間及び準備期間を利用し、次の事項を実施しましょう。

今年で98回目となる全国安全週間は、昭和３年に初
めて実施されて以来、「人命尊重」という基本理念の
下、「産業界での自主的な労働災害防止活動を推進し、
広く一般の安全意識の高揚と安全動の定着を図るこ
と」を目的に、一度も中断することなく続けられてい
ます。
今年度のスローガンは「多様な仲間と 築く安全

未来の職場」です。
全国安全週間は７月１日～７月７日ですが、６月は

その準備期間となっています。各事業場においては、
以下の事項の取り組みをお願いします。

「全国安全週間」の準備期間ですⅢ



施行日は令和７年６月１日です
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熱中症対策～熱中症対策の改正安衛則がはじまります～

対象は
「ＷＢＧＴ28度以上又は気温31度以上の環境下で
連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」

が見込まれる作業です。

労働者の皆様も、報告体制、必
要な措置の内容及びその手順を把
握しておき、いざという時に対応
できるように備えておきましょう。

熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、
その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することに
より熱中症の重篤化を防止するため「体制整備」
「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務
付けられます。

【
解
説
】
（
一
部
抜
粋
）

『報告体制整備』作業が行われる場所の責任者等
報告を受ける者の連絡先、連絡方法を定めて明示
し作業中随時報告を受けることができる状態を保
つほか、責任者等の作業場所の巡視、複数名が互
いの状況を確認するバディ制の採用、ウェアラブ
ルデバイスを用いたリスク管理、責任者・作業者
双方向の定期連絡やこれらの措置を組み合わせる
などの措置があげられます。

『措置の内容と手順』フロー図はパンフレッ
トで例示されています。このうちの「身体の
冷却」は、水をかける、涼しい休憩所に避難
させるなど体外から冷却する措置、流動性の
氷状飲料を摂取させるなど体内から冷却する
措置があげられます。症状が急変する場合も
あることから作業者を一人きりにせず、他の
作業者等が見守ることが重要になります。

『関係者への周知』「周知」は掲示、メール、文書配布、朝礼時の口頭による伝達などいずれの方法
によっても差し支えありませんが、報告先等が作業者に確実に伝わることが必要になるので、複数の
手段を組み合わせて行うようにしてください。同一作業場所で複数の事業者が作業を行う場合には、
いずれの事業場にも措置義務は生ずるので、各事業場が共同して１つの連絡先を定める方法でもかま
いません。

トピックス

パンフレット

補助金制度のご案内Ⅳ

令和７年度エイジフレンドリー補助金

申請受付期間︓令和７年５月15日
～令和７年10月31日

（一社）日本労働安全衛生コンサルタント会
「エイジフレンドリー補助金事務センター」

https://www.jashcon-age.or.jp

関係書類
送付先

エイジフレンドリー補助金 検索

補助対象とできる具体例、申請の流れ、申請に
必要な書類関係などは、ホームページ又はリー
フレットからご確認ください。

今年度も 安全衛生管理の
『事例』を募集中です

Ⅴ

募集期間︓５月１日～７月31日
ご報告用紙

労働災害の発生状況Ⅵ

◆一関労働基準監督署管内で令和７年に発生した休業４日
以上の労働災害による死傷者数（新型コロナウイルス感染
症によるものを除く）（４月末現在）は全産業において
53人で、前年同期比で＋16人となりました。◆主な業種
別では、製造業が15人(前年同期比＋８人) 、建設業が７
人(同－１人)、運輸交通業が６人（同＋２人）、商業が５
人(同＋２人)、保健衛生業が５人(同－３人) などとなって
います。◆事故の型別では、「転倒」が20人(同＋７人)、
「墜落、転落」が15人(同＋８人)、 「はさまれ、巻き込
まれ」が５人(同＋４人) などとなっています。◆今年も
年代が高いほど被災者が多い特徴に変化がなく、とくに
60代での発生が最も多い状況となっています。（⇒ｴｲｼﾞﾌﾚ
ﾝﾄﾞﾘｰｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝへの取組みが必要）

https://www.jashcon-age.or.jp

